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また、被措置児童等と関わる機会が多い関係者が、前述のように普段から共通

の認識を持つことが、虐待の防止と早期発見につながります。 
その上で、虐待が起こった場合には、早期に事実関係を確認し対応することが、

最も重要です。 
 

２）被措置児童等が意思を表明できる仕組み 
 
     被措置児童等が安心して生活を送るためには、被措置児童等が自分の置かれた

状況をよく理解できるようにするとともに、被措置児童等の意見や意向等も含め、

自らの存在が尊重されていると感じられる環境の中で生活を送ることができるよ

うにすることが重要です。 
このような子どもの意見や意向に沿った支援を行う際、権利と義務、自由と制

約など子どもと大人の間に大きな葛藤が起こるのではないか、という危惧もあり

ますが、子どもの言い分を適切に受けとめ、子どもと向き合って客観的な視点で、

かつ、子どもの最善の利益の視点から援助していくという姿勢が必要です。 
具体的には、一時保護した際や、入所措置の際に、子どもの気持ちをよく受け

とめつつ、自分（子ども）の置かれた状況を可能な限り説明すること、自立支援

計画の策定や見直しの際には、子どもの意向や意見を確認すること、子どもが理

解できていない点があれば再度説明すること、「子どもの権利ノート」等の活用に

より、子どもの発達に応じて、被措置児童等が自らの権利や必要なルールについ

て理解できるよう学習を進めることなどが必要です。 
このほか、都道府県や都道府県児童福祉審議会による電話相談を周知する、「子

どもの権利ノート」にはがきを添付するなど、権利侵害があった場合や、子ども

の意見と施設職員の意見が異なる場合に被措置児童等が第三者に意見を述べやす

い仕組みを整えることが重要です。 
さらに、虐待の届出が行われた場合には、届け出た被措置児童等の権利が守ら

れるようにするなど適切な対応を取る必要があります。 
このようにして、都道府県、児童相談所、施設、里親等それぞれがケアの質の

向上という観点からも、子ども自身の意見や意思を尊重しつつ、支援を進める必

要があります。 
 
  ３） 施設における組織運営体制の整備 

 

施設において被措置児童等に適切な支援を行うためには、個別の職員の援助技術

が必要です。その上で施設等は、組織として子どもを支援する体制を整えることが重

要です。 

施設運営そのものについては、施設職員と施設長が意思疎通・意見交換を図りな

がら方針を定めること、相互理解や信頼関係を築き、チームワークのとれた風通しの

よい組織作りを進めること、第三者委員の活用や、第三者評価の積極的な受審・活用

など、外部の目を取り入れ、開かれた組織運営としていくことが重要です。 
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また、職員各々の援助技術の向上のための研修、スーパーバイズやマネージメント

の仕組み、職員の意欲を引き出し、活性化するための取組なども進めることが必要で

す。 

       このように、組織全体として、活性化され風通しがよく、また地域や外部に開かれた

組織とすることによって、より質の高い子どもへの支援を行うことが可能となり、被措

置児童等虐待も予防されるものと考えられます。 

       逆に言えば、組織全体としてこのような体制ができていない施設で被措置児童等虐

待が起こった場合には、個々の職員の援助技術や資質の不足等の問題にとどまらな

いことが想定されます。都道府県においては、子どもの保護や施設に対する指導等を

行った後にも、法人・施設の運営や組織体制等の見直し・改善が適切に進み、再発が

防止されるよう、法人・施設側からの提案も促しながら継続して指導を行っていく必要

があります。 

被措置児童等虐待については、問題を個々の子どもに対する個々の職員の援助技

術の不足等の問題と決めてかからずに、組織運営とその体制に関し、必要な検証を

行い、改善を図ることが重要です。 

  
４）発生予防から虐待を受けた児童の保護、安定した生活の確保までの継続した支

援 
 
     被措置児童等虐待への対応における基本的な目標は、被措置児童等を心身に有

害な影響を及ぼす行為から守り、被措置児童等が安全で安心な環境の中で、適切

な支援を受けながら生活を送ることができるようにすることです。 
      被措置児童等虐待の発生予防から始まり、虐待の早期発見、虐待発見後の適切

な保護、さらに保護後も被措置児童等が安心して生活できるようになるまでの継

続した支援が必要です。 
     特に、施設など複数の子どもが生活を送る場で被措置児童等虐待が発見された

場合には、被害を受けた被措置児童等のほかにも、当該施設等で生活を送ってい

る他の被措置児童等に対しても適切な経過説明ときめ細やかなケアを実施するこ

とが必要です。 
個々の被措置児童等のケアの具体的な方針については、基本的に児童相談所が

責任主体となります。施設運営そのものの見直し、改善等については、都道府県

（担当部署）が責任主体となって、児童相談所と連携して対応することが求めら

れます。その場合、外部の専門家や都道府県児童福祉審議会の委員等からの協力

を得ながら、法人や施設等が主体的に行う改善に向けた取組に対し、継続して支

援を行うという姿勢が必要です。 
 
 
３．留意点 

 
１）被措置児童等の安全確保のための優先・迅速な対応 
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